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Ⅰ 仕様書概要説明 

 

１．調達の背景及び目的 

基礎医学研究において、細胞機能制御に関わるタンパク質の発現量解析は、病原体感

染や疾患による細胞機能の変化を調べるために重要なアプローチの一つである。本学に

は、化学発光試薬を用いたタンパク質発現検出測定できる装置があるが、装置の経年劣

化により動作不良の頻度が増している。また、近年のトップジャーナルでは高感度の検

出によって定量性の高いデータを要求されるが、現有装置はその要求に応えられない場

合が多い。本調達により、高感度検出系を備える最新型の「化学発光イメージング装

置」を導入し、学内研究を推進することを目的とする。 

 

２．調達物品名及び構成内訳 

化学発光イメージング装置   一式 

 

（構成内訳） 

1.  化学発光イメージング装置 本体 1 台 

2.  制御用 PCシステム 一式 

 

以上、搬入、据付、配線、接続、調整等を含む 

 

３．技術的要件の概要 

（１）本調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件

（以下「技術的要件」という。）は、Ⅱ．調達物品に備えるべき技術的要件に示すと

おりである。 

（２）技術的要件は、すべて必須の要求要件である。 

（３）必須の要求要件は、本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の

性能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には、不合格となり、落札決

定の対象から除外する。 

（４）入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、本学化学発光イメ

ージング装置技術審査職員において、入札機器に係る技術仕様書を含む入札説明書で

求める提出資料の内容を審査して行う。 

 

４．その他 

（１）仕様に関する留意事項 

① 入札機器は入札時点で製品化されていること。製品化されていない場合は納期ま

でに製品化され、仕様書に記載する技術的要件を全て満たすことが可能である旨

を証明する技術的資料、開発計画書及び確約書を提出すること。 



② 調達物品に備えるべき技術的要件で示す「可能であること」、「有すること」等

の仕様については納入の時点において全て実現していること。 

 

（２）提案に関する留意事項 

① 提案に関しては、提案装置が本仕様書の要求要件をどのように満たすか、或いは

どのように実現するかを要求要件毎に具体的かつ、わかりやすく、資料等を添付

する等して説明すること。本仕様書の要求要件に対して、単に、「はい、できま

す。」、「はい、提案します。」、「有します。」といった回答の提案書では評

価に支障を来たすので、その実現方法等や実証データ等を添え、具体的説明を行

うよう留意されたい。従って、審査するに当たって提案の根拠が不明確、説明が

不十分で技術審査に重大な支障があると本学技術審査職員が判断した場合は、要

求要件を満たしていないものと見なし、不合格とする。 

② 提案された内容等について、問い合わせやヒアリングを行うことがあるので、提

出資料等に関する照会先を明記すること。 

 

  



II. 調達物品に備えるべき技術的要件 

（性能・機能に関する要件） 

１．化学発光イメージング装置本体については、以下の要件を満たすこと。 

1-1. カメラ由来のノイズを軽減し薄いバンドを検出させるため、CCD の冷却温度は-

65℃ 

以下であること。 

1-2. 高解像度の画像データで解析するため、画素数は 460 万画素以上であること。 

1-3. 微弱な光の検出を可能にするため、レンズのＦ値が F0.7 以下であること。  

1-4. システムの制御・データ解析のため、デスクトップ PC が付属していること。 

1-5. 複数のユーザーが使用するため、ソフトウェアのライセンスが無制限であるこ

と。 

1-6. 精度の高い定量解析を行うため、メンブレン上から 1 秒間に放出される Photon

の数を算出する Photon Count 機能を有すること。 

1-7. 蛍光イメージング用のオプションはサンプル全体を均一に照射するため、スキャ

ン式の励起光源を最大 9色まで搭載可能であること。 

1-8. 多様なサンプルサイズに対応するために、6 cm x 6 cm から 20 cm x 20 cm まで

の撮影範囲を有すること。 

 

２．制御用PCシステムについては、以下の要件を満たすこと。 

2-1. OS は Windows11Pro がインストールされていること。 

2-2. CPU は Core i5-12500 以上を搭載していること。 

2-3. メモリは 16GB 以上搭載していること。 

2-4. 512GB のストレージを搭載していること。 

2-5. 対角 22 インチ以上の液晶ディスプレイを１台以上有すること。 

 

（性能・機能以外に関する要件） 

１. 設置条件等については、以下の要件を満たすこと。 

1-1 本調達機器は、本学光医学総合研究所 尖端研究支援部門 先進機器共用推進部に搬

入し、指定場所に設置すること。 

1-2 本学が用意した一次側設備（電気設備、給排水設備、空調設備）以外に必要となる

設備がある場合は、本学担当者と協議して指示に従い、その費用は本調達に含むも

のとする。 



1-3 本調達機器の設置に関し、機器の搬入、据付、配線、接続、調整については、本学

の教育・研究業務に支障をきたさないよう、本学職員と協議の上その指示によるこ

と。 

1-4 納入予定日を事前に本学職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了するこ

と。 

1-5 搬入，据付に関しては，建物及び製品の損傷に十分留意し，必要に応じて建築物に

養生を行い，損傷を与えた場合は速やかに原状回復すること。 

1-6 梱包材料などのゴミ類を持ち帰ること。 

 

２. 保守体制等については、以下の要件を満たすこと。 

2-1 本調達機器が正常に動作するように、納入後１年間は無償で調整を行い、円滑な

業務遂行と障害防止を図ること。 

2-2 納入検査確認後 1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じる

こと。 

３. 障害支援体制等については、以下の要件を満たすこと。 

3-1 通常の使用で発生した故障の修理を実施する体制を整えていること。 

3-2 故障時の体制として、連絡を受けてから 24 時間以内に復旧のため迅速な対応がで

きる体制であること（ただし、休日を間に挟む場合は 24 時間に休日の日数を乗じ

た間を経過時間から控除する）。 

3-3. 本学の業務日の 8時 30 分から 17時に関しては、本学からの連絡に関する対応につ

いて迅速に回答できる体制であること。 

3-4. 夏季、冬季等の休業期間については、2週間以上前に本学へ通知すること。 

3-5. 故障・修理において、装置が長期間停止することがないように、修理部品、消耗品

の補充体制および代替機の設置体制がとられていること。 

 

４. 教育支援体制等については、以下の要件を満たすこと。 

4-1 本学職員への教育訓練は、本学が指定する日時、場所で行うこと。 

4-2 本調達機器の運用を円滑に実現するため、常時対応できる体制であること。 

 

５. 取扱説明書・操作マニュアルについては、以下の要件を満たすこと。 

5-1 取扱説明書および簡易操作マニュアルを備えていること。 

5-2 取扱説明書は、日本語版３部以上および英語版１部以上、かつ日本語版または英語

版を電子データにて提供すること。 

 

その他、上記に記載がない事項については、本学職員と打合せ、その指示に従うこと。 

 

 


